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(57)【要約】
【課題】－２０℃でのシャルピー衝撃吸収エネルギーが
２００Ｊ以上と高靱性を示し、降伏比が８５％と低く、
ＡＰＩ　５Ｌ　Ｘ８０以上としても上記低降伏比および
高靭性を両立できる低降伏比高強度高靭性鋼板を提供す
る。
【解決手段】鋼組織が、ベイナイトと島状マルテンサイ
トとからなり、鋼組織において、島状マルテンサイトの
面積率が２～１５％であり、長径が３．５μｍ以上であ
る島状マルテンサイトが、個数密度で０．０１０個／μ
ｍ２以下であり、降伏比が８５％以下であり、－２０℃
でのシャルピー衝撃吸収エネルギーが２００Ｊ以上であ
ることを特徴とする低降伏比高強度高靭性鋼板とする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　鋼組織が、ベイナイトと島状マルテンサイトとからなり、
　前記鋼組織において、前記島状マルテンサイトの面積率が２～１５％であり、
　長径が３．５μｍ以上である島状マルテンサイトが、個数密度で０．０１０個／μｍ２

以下であり、
　降伏比が８５％以下であり、
　－２０℃でのシャルピー衝撃吸収エネルギーが２００Ｊ以上であることを特徴とする低
降伏比高強度高靭性鋼板。
【請求項２】
　質量％で、Ｃ：０．０３０～０．０８％、Ｓｉ：０．０５～０．５％、Ｍｎ：１．２～
２．５％、Ｐ：０．０１５％以下、Ｓ：０．００２％以下、Ｍｏ：０．０５～０．５％、
Ａｌ：０．０１～０．０８％、Ｎ：０．０１％以下及びＯ：０．００５０％以下を含有し
、残部がＦｅ及び不可避的不純物であることを特徴とする請求項１に記載の低降伏比高強
度高靭性鋼板。
【請求項３】
　さらに、質量％で、Ｃｕ：０．５％以下、Ｎｉ：０．５％以下、Ｃｒ：０．５％以下、
Ｎｂ：０．１％以下、Ｔｉ：０．１％以下、Ｖ：０．１％以下、Ｃａ：０．００５％以下
及びＢ：０．００５％以下から選択される１種類または２種類以上を含有することを特徴
とする請求項２に記載の低降伏比高強度高靭性鋼板。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれかに記載の低降伏比高強度高靭性鋼板を製造する方法であって、
　スラブを、１０００～１３００℃の温度に加熱するスラブ加熱工程と、
　前記スラブ加熱工程後のスラブを、９００℃以上９８０℃以下での累積圧下率が１０％
以上、９００℃未満での累積圧下率が５０％以上、圧延終了温度がＡｒ３温度以上の条件
で熱間圧延し熱延板とする熱間圧延工程と、
　前記熱延板を、５℃／ｓ以上の冷却速度で５００～６５０℃から選択される任意の温度
まで加速冷却し、その後０．５℃／ｓ以上の昇温速度で５５０℃～７５０℃から選択され
る任意の温度まで再加熱する再加熱工程と、を備えることを特徴とする低降伏比高強度高
靭性鋼板の製造方法。
【請求項５】
　請求項１～３のいずれかに記載の低降伏比高強度高靭性鋼板を用いて製造されたことを
特徴とする鋼管。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、３００℃以下のコーティング処理後の材質劣化が小さく、ラインパイプ用の
素材として好ましく利用できる低降伏比高強度高靭性鋼板、当該低降伏比高強度高靭性鋼
板の製造方法および低降伏比高強度高靭性鋼板を用いて製造してなる鋼管に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、天然ガスや原油の輸送用として使用されるラインパイプには、高圧化による輸送
効率の向上や薄肉化による現地溶接施工効率の向上のため、高強度であることが要求され
る。特に、天然ガス輸送パイプラインにおいてパイプに延性亀裂が生じた場合、延性亀裂
が進展し大規模な損害の発生が想定される。上記延性亀裂の亀裂伝播速度を抑えるために
、ラインパイプの素材となる鋼板には、シャルピー衝撃試験の吸収エネルギー（以下、シ
ャルピー衝撃吸収エネルギーと記載する場合がある）が高いことが要求される。つまり、
高靭性であることが要求される。
【０００３】
　また、上記ラインパイプの素材となる鋼板には、高強度、高靭性に加え、地盤変動など
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の観点から、降伏比（以下、ＹＲと記載する場合がある）を低くすることも要求されてい
る。
【０００４】
　一般に、降伏比を低下させる方法として、鋼板の鋼組織を調整する方法が知られている
。具体的には、フェライトのような軟質相中に、ベイナイトやマルテンサイトなどの硬質
相が適度に分散した組織とすることが有効であることが知られている。
【０００５】
　上記のような軟質相の中に硬質相が適度に分散した組織を得る製造方法として、特許文
献１には、焼入れと焼戻しの中間に、フェライトとオーステナイトの２相域から焼入れを
施す熱処理方法が開示されている。
【０００６】
　特許文献１に開示される複雑な熱処理を行わずに低降伏比を達成する技術として、特許
文献２には、Ａｒ３温度以上で鋼板の圧延を終了し、その後の加速冷却速度と冷却停止温
度を制御する方法が開示されている。この特許文献２の方法によれば、針状フェライトと
マルテンサイトの２相組織とし、低降伏比を達成することができるとされている。
【０００７】
　また、特許文献３および４には、フェライトあるいはベイナイト中に島状マルテンサイ
ト（Ｍａｒｔｅｎｓｉｔｅ－Ａｕｓｔｅｎｉｔｅ　ｃｏｎｓｔｉｔｕｅｎｔのこと、以下
、ＭＡと記載する場合がある）などの硬質相を分散させて、低ＹＲと高シャルピー衝撃吸
収エネルギーを両立させることが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開昭５５－９７４２５号公報
【特許文献２】特開平１－１７６０２７号公報
【特許文献３】特開２０１０－２１９７５８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、特許文献１に記載の技術では、熱処理工程が増加するため、生産性が低
下し、製造コストの増加を招くという問題がある。
【００１０】
　また、特許文献２に記載の技術では、その実施例が示すように、引張強さで４９０Ｎ／
ｍｍ２（５０ｋｇ／ｍｍ２）以上の鋼板とするために、鋼板の炭素含有量を高めるか、あ
るいはその他の合金元素の添加量を増やした成分組成とする必要がある。このため、特許
文献２に記載の技術では、素材の製造コストの上昇を招くだけでなく、溶接熱影響部靭性
の劣化の問題も生じる場合がある。
【００１１】
　さらに、特許文献３に記載の技術では、鋼組織をベイナイトと、ＭＡと、擬ポリゴナル
フェライトとから構成される３相組織とし、ベイナイトおよびＭＡの面積率と、ＭＡの円
相当径を調整することで、低降伏比と高いシャルピー衝撃吸収エネルギーを達成している
。しかし、特許文献３では、ＡＰＩ　５Ｌ　Ｘ６５およびＸ７０を対象としているため、
Ｘ８０以上でのシャルピー衝撃吸収エネルギーの低下が懸念される。
【００１２】
　そこで、本発明は、引張強さが６２５Ｎ／ｍｍ２以上というＸ８０相当の強度を有し、
－２０℃でのシャルピー衝撃吸収エネルギーが２００Ｊ以上と高靱性を示し、降伏比が８
５％と低く、ＡＰＩ　５Ｌ　Ｘ８０以上としても上記低降伏比および高靭性を両立できる
低降伏比高強度高靭性鋼板を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
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　本発明者らは、目標とするシャルピー衝撃吸収エネルギーを達成するために、許容され
るＭＡサイズおよびＭＡの個数密度を定量化した。なお、ＭＡは、３％ナイタール溶液（
ｎｉｔａｌ：硝酸アルコール溶液）で鋼板をエッチング後、電解エッチングして鋼板を観
察すると、容易に識別可能である。
【００１４】
　図１に示すようなシャルピー衝撃試験後の試験片断面を、ＳＥＭ（走査型電子顕微鏡）
を用いて観察した結果、粗大なＭＡを起点としてボイドが発生していることが確認された
。図１中の１はＭＡ、２はボイドを示す。
【００１５】
　後述する表２のＮｏ．３の鋼を用い、シャルピー衝撃試験によりＭＡを起点としてボイ
ドが発生する頻度を測定し、当該頻度とＭＡ長径との関係を求めた。すると、図２に示す
ような関係が得られた。図２に示す関係から、ＭＡからボイドが発生する頻度は、ＭＡの
長径が３．５μｍ以上の場合に急激に大きくなることがわかった。
【００１６】
　また、図３に示すように、長径が３．５μｍ以上のＭＡの個数密度と－２０℃でのシャ
ルピー衝撃吸収エネルギーとの関係を求めた。これらの結果より、－２０℃で２００Ｊを
超えるような高いシャルピー衝撃吸収エネルギーを得るためには、長径が３．５μｍ以上
のＭＡの個数密度を０．０１０個／μｍ２以下とする必要があることを知見した。なお、
図３に示す結果は、後述する表２のＮｏ．３、４、６、８、１７の鋼を用いることで得ら
れた。
【００１７】
　さらに、－２０℃で２５０Ｊを超えるような非常に高いシャルピー衝撃吸収エネルギー
を得るためには、長径が３．５μｍ以上のＭＡの個数密度を０．００５個／μｍ２以下と
する必要があることを知見した。
【００１８】
　次に、適正な成分組成と鋼板の製造方法について鋭意検討した結果、以下の知見（ａ）
～（ｃ）を得た。
【００１９】
　（ａ）オーステナイト安定化元素であるＭｎを適量添加することで、オーステナイトが
安定化する。この安定化により、Ｃｕ、Ｎｉなどの高価な合金元素を多量添加しなくても
硬質なＭＡの生成が可能となる。
【００２０】
　（ｂ）熱間圧延時の累積圧下率を、９００℃以上のオーステナイト再結晶域で１０％以
上、９００℃未満のオーステナイト未再結晶域で５０％以上とすることで、微細なＭＡを
鋼組織中に均一分散させることができる。その結果、低降伏比を維持しながら、シャルピ
ー衝撃吸収エネルギーを向上させることが可能となる。
【００２１】
　（ｃ）熱間圧延後の加速冷却において、ベイナイト変態途中すなわち未変態オーステナ
イトが存在する温度領域で冷却を停止し、その後ベイナイト変態終了温度（以下Ｂｆ点と
記載する。）以上から再加熱を行うことで、鋼板の鋼組織をベイナイト中にＭＡが均一に
生成した２相組織とすることができる。この２相組織により低降伏比化することが可能と
なる。
【００２２】
　本発明は上記のいずれかの知見に更に検討を加えてなされたものであり、具体的には、
本発明は以下のものを提供する。
【００２３】
　（１）鋼組織が、ベイナイトと島状マルテンサイトとからなり、前記鋼組織において、
前記島状マルテンサイトの面積率が２～１５％であり、長径が３．５μｍ以上である島状
マルテンサイトが、個数密度で０．０１０個／μｍ２以下であり、降伏比が８５％以下で
あり、－２０℃でのシャルピー衝撃吸収エネルギーが２００Ｊ以上であることを特徴とす
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る低降伏比高強度高靭性鋼板。
【００２４】
　（２）質量％で、Ｃ：０．０３～０．０８％、Ｓｉ：０．０５～０．５％、Ｍｎ：１．
２～２．５％、Ｐ：０．０１５％以下、Ｓ：０．００２％以下、Ｍｏ：０．０５～０．５
％、Ａｌ：０．０１～０．０８％、Ｎ：０．０１％以下及びＯ：０．００５０％以下を含
有し、残部がＦｅ及び不可避的不純物であることを特徴とする（１）に記載の低降伏比高
強度高靭性鋼板。
【００２５】
　（３）さらに、質量％で、Ｃｕ：０．５％以下、Ｎｉ：０．５％以下、Ｃｒ：０．５％
以下、Ｎｂ：０．１％以下、Ｔｉ：０．１％以下、Ｖ：０．１％以下、Ｃａ：０．００５
％以下及びＢ：０．００５％以下から選択される１種類または２種類以上を含有すること
を特徴とする（２）に記載の低降伏比高強度高靭性鋼板。
【００２６】
　（４）（１）～（３）のいずれかに記載の低降伏比高強度高靭性鋼板を製造する方法で
あって、スラブを、１０００～１３００℃の温度に加熱するスラブ加熱工程と、前記スラ
ブ加熱工程後のスラブを、９００℃以上９８０℃以下での累積圧下率が１０％以上、９０
０℃未満での累積圧下率が５０％以上、圧延終了温度がＡｒ３温度以上の条件で熱間圧延
し熱延板とする熱間圧延工程と、前記熱延板を、５℃／ｓ以上の冷却速度で５００～６５
０℃から選択される任意の温度まで加速冷却し、その後０．５℃／ｓ以上の昇温速度で５
５０℃～７５０℃から選択される任意の温度まで再加熱する再加熱工程と、を備えること
を特徴とする低降伏比高強度高靭性鋼板の製造方法。
【００２７】
　（５）（１）～（３）のいずれかに記載の低降伏比高強度高靭性鋼板を用いて製造され
たことを特徴とする鋼管。
【発明の効果】
【００２８】
　本発明の低降伏比高強度高靭性鋼板は、多量の合金元素を含有しなくても、８５％以下
の降伏比と、－２０℃で２００Ｊ以上シャルピー衝撃吸収エネルギーとを有する。そして
、ＡＰＩ　５Ｌ　Ｘ８０以上としても上記低降伏比および高靭性を両立できる。
【００２９】
　また、本発明によれば、低降伏比かつ高靭性を有する鋼板を、高生産性、低コストで製
造することができる。このため、主にラインパイプの素材に好ましく使用できる鋼板を、
安価で大量に安定して製造することができ、パイプライン敷設における生産性及び経済性
を著しく高めることが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】シャルピー衝撃試験後の試験片断面を、ＳＥＭ（走査型電子顕微鏡）を用いて観
察した結果を示す図である。
【図２】シャルピー衝撃試験によりＭＡを起点としてボイドが発生する頻度とＭＡ長径と
の関係を示す図である。
【図３】長径が３．５μｍ以上のＭＡの個数密度と－２０℃でのシャルピー衝撃吸収エネ
ルギーとの関係を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００３１】
　以下、本発明の実施形態について説明する。なお、本発明は以下の実施形態に限定され
ない。
【００３２】
　本発明の低降伏比高強度高靭性鋼板（以下、本発明の鋼板と記載する場合がある）は、
鋼組織が調整されているため、降伏比が８５％以下になり、－２０℃でのシャルピー衝撃
吸収エネルギーが２００Ｊ以上になる。先ず、鋼組織について説明する。
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【００３３】
　本発明の鋼板の鋼組織は、ベイナイトと島状マルテンサイト（ＭＡ）からなる実質的に
２相組織である。また、上記鋼組織は、ベイナイト中に硬質相であるＭＡが均一に分散し
た組織である。ここで、「均一に分散」とは、中心偏析あるいはバンド状にではなくベイ
ナイト中に分散している状態を意味する。このような鋼組織とすることで、低降伏比と高
靭性の両立を図っている。特に、ＡＰＩ　５Ｌ　Ｘ８０以上としても低降伏比かつ高靭性
を達成できる点が本発明の特徴の一つである。本発明の鋼板の鋼組織は、より具体的には
以下の通りである。
【００３４】
　本発明の鋼板の鋼組織において、ＭＡの面積率は２～１５％である。ＭＡの面積率が２
％未満では、降伏比を８５％以下にすることが困難になる。また、ＭＡの面積率が１５％
を超えると鋼板の靭性を劣化させる場合がある。
【００３５】
　また、上記の通り、本発明の鋼板の鋼組織は、実質的に２相組織であり、ＭＡ以外の成
分の全て又はほとんどがベイナイトである。したがって、上記鋼組織において、ベイナイ
トの面積率は８５～９８％である。
【００３６】
　なお、上記「実質的に２相組織」の「実質的に」とは、本発明の効果を害さない範囲で
、ベイナイト、ＭＡ以外の相を含んでもよいことを意味する。具体的には、フェライト、
パーライト等を合計面積率で５％まで含んでもよい。
【００３７】
　本発明の鋼板の鋼組織において、長径が３．５μｍ以上のＭＡが個数密度で０．０１０
個／μｍ２以下である。長径が３．５μｍ以上のＭＡが個数密度で０．０１０個／μｍ２

を超えると鋼板の靭性が劣化する場合がある。好ましくは、長径が３．５μｍ以上のＭＡ
が個数密度で０．００５個／μｍ２以下である。
【００３８】
　なお、ＭＡ等の相の面積率は、例えばＳＥＭ（走査型電子顕微鏡観察）により得られた
少なくとも４視野以上のミクロ組織写真を画像処理したものから、ＭＡ等の占める面積率
を算出することで得ることができる。また、長径３．５μｍ以上のＭＡの個数密度は、Ｓ
ＥＭ観察により得られたミクロ組織写真を画像処理し、この画像処理で得られた画像から
個々のＭＡの長径を測定し、長径が３．５μｍのＭＡの個数を求め、それらを測定面積で
割ることにより求めることができる。
【００３９】
　本発明の鋼板の成分組成は特に限定されないが、質量％で、Ｃ：０．０３０～０．０８
％、Ｓｉ：０．０５～０．５％、Ｍｎ：１．２～２．５％、Ｐ：０．０１５％以下、Ｓ：
０．００２％以下、Ｍｏ：０．０５～０．５％、Ａｌ：０．０１～０．０８％、Ｎ：０．
０１％以下及びＯ：０．００５０％以下を含有し、残部がＦｅ及び不可避的不純物である
ことが好ましい。
【００４０】
　また、本発明の鋼板は、必要に応じて、質量％で、Ｃｕ：０．５％、Ｎｉ：０．５％以
下、Ｃｒ：０．５％以下、Ｎｂ：０．１％以下、Ｔｉ：０．１％以下、Ｖ：０．１％以下
、Ｃａ：０．００５％以下及びＢ：０．００５％以下から選択される１種類または２種類
以上を含有することが好ましい。
【００４１】
　以下、上記成分について説明する。なお、成分の説明における「％」は「質量％」を意
味する。
【００４２】
　Ｃ：０．０３０～０．０８％
　Ｃは炭化物として析出強化に寄与し、かつＭＡを生成させる元素である。Ｃの含有量が
０．０３０％未満ではＭＡの生成が不十分になり、降伏比が高くなる場合がある。また、
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Ｃの含有量が０．０８％を超えると、鋼板の靭性および溶接熱影響部（ＨＡＺ）靭性の劣
化を招く場合がある。そこで、本発明の鋼板はＣ含有量が０．０３０～０．０８％である
ことが好ましい。さらに好ましくは、０．０５～０．０８％である。
【００４３】
　Ｓｉ：０．０５～０．５％
　Ｓｉは脱酸のため添加する。Ｓｉの含有量が０．０５％未満では脱酸効果が十分でない
場合がある。また、Ｓｉの含有量が０．５％を超えると靭性や溶接性の劣化を招く場合が
ある。そこで、本発明では、Ｓｉの含有量を０．０５～０．５％にすることが好ましい。
さらに好ましくは、０．０５～０．３％である。
【００４４】
　Ｍｎ：１．２～２．５％
　Ｍｎは鋼板の強度、靭性、さらに焼入性を向上させる元素である。また、Ｍｎは、ＭＡ
の生成を促す元素である。Ｍｎの含有量が１．２％未満ではその効果が十分でなく、ＭＡ
の生成が不十分になり、降伏比が高くなる場合がある。また、Ｍｎの含有量が２．５％を
超えると鋼板の靭性と溶接性が劣化する場合がある。そこで、Ｍｎ含有量を１．２～２．
５％にすることが好ましい。さらに好ましくは、１．５～２．０％である。
【００４５】
　Ｐ：０．０１５％以下
　本発明において、鋼板中のＰの含有量が多いと、中央偏析が著しく、鋼板の靭性と溶接
性が劣化する場合がある。このため、本発明ではＰの含有量を０．０１５％以下とするこ
とが好ましい。さらに好ましくは、０．０１％以下である。なお、本発明において、Ｐは
不可避的不純物元素として含まれる場合もあるが、本発明の鋼板はＰを含まなくてもよい
。
【００４６】
　Ｓ：０．００２％以下
　Ｓは、一般的に鋼中においてＭｎＳ介在物となり、鋼板の靭性を劣化させる。このため
、Ｓの含有量は少ないほど好ましく、本発明の鋼板はＳを含まなくてもよい。しかし、Ｓ
の含有量が０．００２％以下であれば、本発明の効果を害さない。このため、本発明にお
いて、Ｓ含有量の上限を０．００２％とすることが好ましい。さらに好ましくは、０．０
０１５％以下である。
【００４７】
　Ｍｏ：０．０５～０．５％
　Ｍｏは焼入性を向上させ、ＭＡ生成を促す元素である。Ｍｏの含有量が０．０５％未満
であると、その効果が十分でなく、ＭＡの生成が不十分になり、降伏比が高くなる場合が
ある。また、Ｍｏの含有量が０．５％を超えると、溶接熱影響部靭性の劣化を招く場合が
ある。そこで、本発明においては、Ｍｏ含有量を０．０５～０．５％にすることが好まし
い。さらに好ましくは、０．１０～０．３％である。
【００４８】
　Ａｌ：０．０１～０．０８％
　Ａｌは脱酸剤として添加される。Ａｌの含有量が０．０１％未満では脱酸効果が不十分
になる場合がある。Ａｌの含有量が０．０８％を超えると鋼の清浄度が低下し、靭性が劣
化する場合がある。そこで、Ａｌ含有量は０．０８％以下とすることが好ましい。さらに
好ましくは、０．０１～０．０７％とする。
【００４９】
　Ｎ：０．０１０％以下
　Ｎは溶接熱影響部の靭性を劣化させる場合がある。そこで、本発明では、Ｎ含有量の上
限を０．０１０％とすることが好ましい。さらに好ましいＮ含有量は、０．００７％以下
である。なお、本発明において、Ｎは不可避的不純物元素として含まれる場合もあるが、
本発明の鋼板はＮを含まなくてもよい。
【００５０】
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　Ｏ：０．００５０％以下
　Ｏは粗大な介在物生成の原因となり、鋼板の靭性を劣化させる場合がある。そこで、本
発明においては、Ｏ含有量の上限を０．００５０％とすることが好ましい。さらに好まし
いＯ含有量の範囲は、０．００４５％以下である。なお、本発明においてＯは不可避的不
純物元素として含まれる場合もあるが、本発明の鋼板はＯを含まなくてもよい。
【００５１】
　以上が本発明の鋼板に含有されることが好ましい基本成分である。また、鋼板の強度・
靭性をさらに改善し、且つ耐ＨＩＣ特性を向上する目的で、本発明の鋼板は、Ｃｕ、Ｎｉ
、Ｃｒ、Ｎｂ、Ｔｉ、Ｖ、Ｃａ、Ｂの１種類または２種類以上を含有してもよい。
【００５２】
　Ｃｕ：０．５％以下
　Ｃｕは鋼の焼入れ性向上に寄与する。焼入れ性向上のためにはＣｕの含有量を０．０５
％以上とすることが好ましい。ただし、Ｃｕの含有量が０．５％を超えると、鋼板の靭性
が劣化する場合がある。このため、Ｃｕを含有する場合には、その含有量を０．５％以下
にすることが好ましい。
【００５３】
　Ｎｉ：０．５％以下
　Ｎｉは、靭性の改善と強度の上昇に有効な元素である。靭性および強度を改善する効果
を得るために、Ｎｉ含有量は０．０５％以上とすることが好ましい。ただし、Ｎｉ含有量
が０．５％を超えるとＮｉを含有することによる効果が飽和し、むしろコスト的に不利に
なる。このため、Ｎｉを含有する場合には、その含有量は０．５％以下にすることが好ま
しい。
【００５４】
　Ｃｒ：０．５％以下
　Ｃｒを含有すれば、Ｃ含有量が低い場合でも、鋼板に十分な強度を付与することができ
る。この効果を得るためには、Ｃｒ含有量を０．０５％以上にすることが好ましい。ただ
し、Ｃｒ含有量が０．５％を超えると溶接性が劣化する。このため、Ｃｒを含有する場合
には、その含有量は０．５％以下が好ましい。
【００５５】
　Ｎｂ：０．１％以下
　Ｎｂは組織を微細化させ、鋼板の靭性を向上させる。また、Ｎｂは炭化物を形成し、鋼
板の強度上昇に寄与する。これらの効果を得るためには、Ｎｂの含有量を０．００５％以
上にすることが好ましい。ただし、Ｎｂの含有量が０．１％を超えると、溶接熱影響部靭
性が劣化する。このため、Ｎｂを含有する場合には、その含有量を０．１％以下にするこ
とが好ましい。
【００５６】
　Ｔｉ：０．１％以下
　ＴｉはＴｉＮのピニング効果により、スラブ加熱時のオーステナイト粗大化を抑制し、
鋼板の靭性を向上させる。また、Ｔｉは固溶Ｎを低減し歪時効による降伏比上昇を抑制す
る。これらの効果を得るためにはＴｉの含有量を０．００５％以上にすることが好ましい
。ただし、Ｔｉの含有量が０．１％を超えると溶接熱影響部靭性が劣化する。このため、
Ｔｉを含有する場合には、その含有量は０．１％以下にすることが好ましい。
【００５７】
　Ｖ：０．１％以下
　Ｖは組織を微細化させ、鋼板の靭性を向上させる。また、Ｖは炭化物を形成し、鋼板の
強度の向上に寄与する。これらの効果を得るためにはＶの含有量を０．０００５％以上に
することが好ましい。ただし、Ｖの含有量が０．１％を超えると溶接熱影響部の靭性が劣
化する。このため、Ｖを含有する場合には、その含有量は０．１％以下にすることが好ま
しい。
【００５８】
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　Ｃａ：０．００５％以下
　Ｃａは硫化物系介在物の形態制御による靭性改善に有効な元素である。この効果を得る
ためにはＣａの含有量は０．０００５％以上が好ましい。ただし、Ｃａ含有量が０．００
５％を超えても上記効果が高まることなく飽和し、むしろ、鋼の清浄度の低下により靭性
を劣化させる場合がある。このため、Ｃａを含有する場合には、その含有量を０．００５
％以下にすることが好ましい。
【００５９】
　Ｂ：０．００５％以下
　Ｂは強度上昇、溶接熱影響部の靭性改善に有効な元素である。これらの効果を得るため
にはＢの含有量を０．０００５％以上とすることが好ましい。ただし、Ｂの含有量が０．
００５％を超えると溶接性が劣化する。このため、Ｂを含有する場合には、その含有量を
０．００５％以下にすることが好ましい。
【００６０】
　上記以外の残部は、Ｆｅおよび不可避的不純物である。ただし、本発明の効果を害さな
い範囲であれば、本発明の鋼板は、上記以外のその他の元素を含有してもよい。上記不可
避的不純物には、原料に含まれる不純物、製造過程で混入する不純物のみならず、意図的
に添加される上記その他の元素も含む。たとえば、溶接部の特性向上などを目的として、
０．００５％以下のＭｇ、あるいは、０．０１％以下のＲＥＭを含有することも、本発明
において許容される。
【００６１】
　本発明の上記鋼板を用いて、本発明の鋼管を製造できる。本発明の鋼板は低降伏比、高
靭性であるため、本発明の鋼管はラインパイプ用として好ましい。本発明の鋼管は従来公
知の方法で製造できる。
【００６２】
　続いて、本発明の鋼板の製造方法について説明する。本発明の鋼板の製造方法は特に限
定されないが、以下の工程を有することが好ましい。
（スラブ加熱工程）スラブを、１０００～１３００℃の温度に加熱する。
（熱間圧延工程）スラブ加熱工程後のスラブを、９００℃以上９８０℃以下での累積圧下
率が１０％以上、９００℃未満での累積圧下率が５０％以上、圧延終了温度がＡｒ３温度
以上の条件で熱間圧延し熱延板とする。
（冷却・再加熱工程）熱延板を、５℃／ｓ以上の冷却速度で５００～６５０℃から選択さ
れる任意の温度まで加速冷却し、その後０．５℃／ｓ以上の昇温速度で５５０℃～７５０
℃から選択される任意の温度まで再加熱する。
【００６３】
　以下、各工程について説明する。各工程の説明における温度は、鋼板の板厚方向中央部
の温度とする。板厚方向中央部温度は、スラブもしくは鋼板の中央部に熱電対を挿入し、
直接測定したり、あるいは、スラブもしくは鋼板の表面温度より、板厚、熱伝導率等のパ
ラメータを用いて差分法などの伝熱計算によって算出することにより把握することができ
る。また、冷却速度は、熱間圧延終了後、冷却停止（終了）温度まで冷却に必要な温度差
をその冷却を行うのに要した時間で割った平均冷却速度である。また、再加熱速度（昇温
速度）は、冷却後、再加熱温度までの再加熱に必要な温度差を再加熱するのに要した時間
で割った平均昇温速度である。
【００６４】
　スラブ加熱工程では、例えば、上記成分組成を有するスラブを１０００～１３００℃の
温度に加熱する。加熱温度が１０００℃未満では炭化物の固溶が不十分で必要な強度が得
られない場合がある。また、加熱温度が１３００℃を超えると鋼板の靭性が劣化する場合
がある。そこで、本発明では、加熱温度を１０００～１３００℃とすることが好ましい。
【００６５】
　熱間圧延工程では、９００℃以上９８０℃以下での累積圧下率を１０％以上とする。９
００℃以上９８０℃以下の温度域における累積圧下量を１０％以上にすることにより、オ
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ーステナイト粒を均一に微細化し、その後、旧オーステナイト粒界に生成するＭＡの生成
サイトを均一に分散させることができる。ＭＡの微細化および均一分散化により、靭性の
改善が図れる。また、９００℃以上９８０℃以下の温度域における累積圧下量を１０％以
上にすることにより、ＭＡの生成サイトがさらに増え、ＭＡの粗大化を抑制できる。そこ
で、９００℃以上での累積圧下量を１０％以上にすることが好ましい。より好ましくは、
９００℃以上９８０℃以下での累積圧下率を１５％以上とすることである。
【００６６】
　熱間圧延工程では、９００℃未満での累積圧下率を５０％以上とする。９００℃未満の
温度域における累積圧下率を５０％以上とすることにより、オーステナイト粒を微細化す
ることができ、旧オーステナイト粒界に生成するＭＡの生成サイトが増え、ＭＡの粗大化
を抑制できる。ＭＡの微細化により、靭性の改善が図れる。このため、９００℃未満の累
積圧下率は５０％以上が好ましい。より好ましくは、９００℃未満での累積圧下率が５５
％以上である。
【００６７】
　熱間圧延工程では、圧延終了温度をＡｒ３温度以上とする。圧延終了温度がＡｒ３温度
未満であると、その後のフェライト変態速度が低下し、圧延による塑性歪がフェライト相
中に残存してフェライト強度が高くなり、フェライト相とベイナイト相の硬度差が低下す
る。その結果、所望の降伏比が達成できなくなる。そこで、圧延終了温度をＡｒ３温度以
上にすることが好ましい。より好ましくは、圧延終了温度が（Ａｒ３温度＋５０℃）以上
である。
【００６８】
　なお、Ａｒ３温度は、以下の式より計算される。
Ａｒ３（℃）＝９１０－３１０Ｃ－８０Ｍｎ－２０Ｃｕ－１５Ｃｒ－５５Ｎｉ－８０Ｍｏ
なお、元素記号は各元素の含有量（質量％）を示す。
【００６９】
　冷却・再加熱工程では、先ず、熱間圧延工程後の熱延板を加速冷却する。加速冷却の際
の冷却速度は５℃／ｓ以上とすることが好ましい。冷却速度が５℃／s未満では冷却時に
パーライトを生成し、十分な強度や低降伏比が得られない場合がある。
【００７０】
　上記加速冷却において、冷却開始温度はＡｒ３温度以上がフェライト生成による靭性劣
化を抑えやすいという理由で好ましい。
【００７１】
　上記加速冷却において、冷却停止温度は５００～６５０℃から選択される任意の温度と
する。冷却停止温度は本発明において、重要な製造条件である。本発明では再加熱後に存
在するＣの濃縮した未変態オーステナイトがその後の空冷時にＭＡへと変態する。すなわ
ち、ベイナイト変態途中の未変態オーステナイトが存在する温度域で冷却を停止する必要
がある。冷却停止温度が５００℃未満では、ベイナイト変態が完了するため空冷時にＭＡ
が生成せず低降伏比化が達成できない。冷却停止温度が６５０℃を超えると冷却中に析出
するパーライトにＣが消費されＭＡが生成しない。そこで、本発明では、加速冷却の冷却
停止温度を５００～６５０℃から選択される任意の温度とすることが好ましい。
【００７２】
　本発明においては、加速冷却後、直ちに再加熱を行うことが好ましい。「直ちに」とは
製造効率や熱処理に要する燃料コストを削減する観点から、冷却停止の後１２０秒以内で
あることが好ましい。未変態オーステナイトが存在する状態から再加熱を行うことが好ま
しいからである。
【００７３】
　確実にフェライト変態させるＣを未変態オーステナイトへ濃化させるためには、再加熱
の際に、再加熱開始温度より５０℃以上昇温することが望ましい。
【００７４】
　また、再加熱工程では、昇温速度を０.５℃／ｓ以上、再加熱温度（再加熱したときの
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到達温度）を５５０～７５０℃から選択される任意の温度とすることが好ましい。このプ
ロセスも本発明において重要な製造条件である。再加熱時の未変態オーステナイトからフ
ェライト変態と、それに伴う未変態オーステナイトへのＣの排出により、再加熱後の空冷
時にＣが濃化した未変態オーステナイトがＭＡへと変態する。このようなＭＡを得るため
には、加速冷却後Ｂｆ点以上の温度から５５０～７５０℃から選択される任意の温度まで
再加熱する必要がある。
【００７５】
　上記再加熱の際の昇温速度が０.５℃／ｓ未満では、目的の再加熱温度に達するまでに
長時間を要するため製造効率が悪化する。また、昇温速度が０.５℃／ｓ未満では、パー
ライト変態が生じるためＭＡが得られず、十分な低降伏比を得ることができない。
【００７６】
　上記再加熱の際の、再加熱温度が５５０℃未満では、フェライト変態が十分起こらずＣ
の未変態オーステナイトへの排出が不十分となり、ＭＡが生成せず低降伏比化を達成でき
ない。また、再加熱温度が７５０℃を超えると、ベイナイトの軟化により十分な強度が得
られない。そこで、再加熱温度を５５０～７５０℃から選択される任意の温度とすること
が好ましい。
【００７７】
　なお、再加熱後の冷却速度は基本的には空冷とすることが好ましい。
【００７８】
　本発明は上述の方法によって製造された鋼板を用いて鋼管となす。鋼管の成形方法とし
ては、ＵＯＥプロセスやプレスベンド（ベンディングプレスとも称する）等の冷間成形に
よって鋼管形状に成形する方法が挙げられる。
【００７９】
　ＵＯＥプロセスでは、素材となる厚鋼板の幅方向端部に開先加工を施したのち、プレス
機を用いて鋼板の幅方向端部の端曲げを行い、続いて、プレス機を用いて鋼板をＵ字状に
そしてＯ字状に成形することにより、鋼板の幅方向端部同士が対向するように鋼板を円筒
形状に成形する。次いで、鋼板の対向する幅方向端部をつき合わせて溶接する。この溶接
をシーム溶接と呼ぶ。このシーム溶接においては、円筒形状の鋼板を拘束し、対向する鋼
板の幅方向端部同士を突き合わせて仮付溶接する仮付溶接工程と、サブマージアーク溶接
法によって鋼板の突き合わせ部の内外面に溶接を施す本溶接工程との、二段階の工程を有
する方法が好ましい。シーム溶接を行った後に、溶接残留応力の除去と鋼管真円度の向上
のため、拡管を行う。拡管工程において拡管率（拡管前の管の外径に対する拡管前後の外
径変化量の比）は、通常、０．３％～１．５％の範囲で実施される。真円度改善効果と拡
管装置に要求される能力とのバランスの観点から、拡管率は０．５％～１．２％の範囲で
あることが好ましい。
【００８０】
　プレスベンドの場合には、鋼板に三点曲げを繰り返すことにより逐次成形し、ほぼ円形
の断面形状を有する鋼管を製造する。その後は、上述のＵＯＥプロセスと同様に、シーム
溶接を実施する。プレスベンドの場合にも、シーム溶接の後、拡管を実施してもよい。
【実施例】
【００８１】
　表１に示す成分組成の鋼（鋼種Ａ～Ｊ）を用い、表２に示す条件で板厚２０ｍｍ～２８
ｍｍの鋼板を製造した。なお、表２中の、加熱温度、圧延終了温度、冷却停止（終了）温
度及び、再加熱温度等の温度は鋼板の中央部温度とした。中央部温度は、スラブもしくは
鋼板の中央部に熱電対を挿入し、直接測定、あるいは、スラブもしくは鋼板の表面温度よ
り、板厚、熱伝導率等のパラメータを用いて差分法などの伝熱計算によって算出した。
【００８２】
　また、冷却速度は、熱間圧延終了後、冷却停止（終了）温度まで冷却に必要な温度差を
その冷却を行うのに要した時間で割った平均冷却速度である。また、再加熱速度（昇温速
度）は、冷却後、再加熱温度までの再加熱に必要な温度差を再加熱するのに要した時間で
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【００８３】
　上記のように製造した鋼板の板幅中央部より鋼組織観察用サンプルを採取し、圧延長手
方向と平行な板厚断面を鏡面研磨した後、２段エッチング法を用いてＭＡを出現させた。
その後、ＳＥＭを用い、２０００倍の倍率で無作為に５視野について鋼組織写真を撮影し
、写真中のＭＡの面積率および長径を画像解析装置にて測定した。なお、ＭＡ以外のほと
んどはベイナイトであった。
【００８４】
　次に、それぞれの鋼板から圧延長手方向と直行する方向が、試験片長手方向となるよう
にＡＰＩ－５Ｌに準拠した全厚引張試験片、および板厚中央部よりＪＩＳ　Ｚ２２０２（
１９８０改訂版）のＶノッチシャルピー衝撃試験片を採取し、引張試験およびシャルピー
衝撃試験（ＪＩＳ　Ｚ２２４２）を実施して、強度と靭性を評価した。
【００８５】
　次に、それぞれの鋼板から圧延長手方向と平行する方向が、試験片長手方向となるよう
にＡＰＩ－５Ｌに準拠した全厚引張試験片を採取し、引張試験を実施して、０．５％降伏
強度と引張強度から降伏比を算出した。
【００８６】
　母材の金属組織の画像解析結果をおよび強度、靭性調査結果を表２に併せて示す。
【００８７】
　表２において、本発明例であるＮｏ．１～６はいずれも、引張強度６２５ＭＰａ以上の
高強度で降伏比８５％以下、－２０℃でのシャルピー衝撃吸収エネルギー２００Ｊ以上を
示した。
【００８８】
　また、本発明例では、鋼板の組織はベイナイトとＭＡであり、島状マルテンサイトの体
積分率が２～１５％であり、長径３．５μｍ以上のＭＡが個数密度で０．０１０個／μｍ
２以下であった。
【００８９】
　一方、比較例であるＮｏ．７～１３は、降伏比、シャルピー衝撃吸収エネルギーのいず
れかが不十分であった。
【００９０】



(13) JP 2015-189984 A 2015.11.2

10

20

30

40

50

【表１】

【００９１】
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【表２】

【符号の説明】
【００９２】
　１　　島状マルテンサイト（ＭＡ）
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　２　　ボイド

【図２】

【図３】



(16) JP 2015-189984 A 2015.11.2

【図１】



(17) JP 2015-189984 A 2015.11.2

フロントページの続き

(72)発明者  石川　信行
            東京都千代田区内幸町二丁目２番３号　ＪＦＥスチール株式会社内
(72)発明者  遠藤　茂
            東京都千代田区内幸町二丁目２番３号　ＪＦＥスチール株式会社内
Ｆターム(参考) 4K032 AA01  AA02  AA04  AA08  AA11  AA14  AA16  AA17  AA19  AA21 
　　　　 　　        AA22  AA23  AA26  AA27  AA29  AA31  AA35  AA36  BA01  CA02 
　　　　 　　        CA03  CB02  CC03  CC04  CD03  CF01  CF02 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

